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船舶事故調査報告書 

 

                              平成３０年４月１１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年１１月１７日 ０９時２０分ごろ 

発生場所 愛媛県新居浜市大
おお

島東北東方沖 

新居浜大島港東防波堤灯台から真方位０５８°２.５海里（Ｍ）付

近 

 （概位 北緯３４°００.９′ 東経１３３°２４.６′） 

事故の概要  漁船蛭子
え び す

丸は、西北西進中、また、プレジャーボート神野
じ ん の

丸Ⅱ
ツー

は、

錨泊中、両船が衝突した。 

 神野丸Ⅱは、船長が負傷し、左舷前部外板の凹損等を生じ、また、

蛭子丸は、船首部に破口等を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年１１月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 蛭子丸、４.９トン 

  ＥＨ３－３４１８７（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.４４ｍ（Lr）×２.８８ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４８kＷ、平成１５年８月１０日 

Ｂ プレジャーボート 神野丸Ⅱ、５トン未満 

   ２８１－３５９１２愛媛、個人所有 

   ５.４１ｍ（Lr）×２.０４ｍ×０.９７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３５.３０kＷ、平成１０年５月 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成６年２月９日 

    免許証交付日 平成２５年４月８日 

           （平成３１年２月８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７０歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６１年５月３０日 

    免許証交付日 平成２９年３月２２日 

           （平成３４年１２月２５日まで有効） 

死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

損傷 Ａ 船首部に破口及び凹損を伴う擦過傷 

Ｂ 左舷前部外板に凹損を伴う擦過傷、主機及び航海計器等に濡損 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期、潮流 微弱な西流 

事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、いか等の底引き網漁を行う目的

で、平成２９年１１月１７日０４時００分ごろ大島東方沖の漁場に向

けて新居浜市大島漁港を出航した。 

 Ａ船は、漁場に着き、１回目の操業を行い、２回目の投網、えい網

及び揚網を行いながら東進し、０９時００分ごろ揚網を終えた後、漁

獲物の整理を行いながら３回目の操業開始場所に向かうこととし、反

転して西北西進を始めた。 

 Ａ船は、船長Ａが後部甲板左舷側で中腰の体勢で船首方を向き、漁

獲物の選別作業を行い、約９ノット（kn）の対地速力で、後部甲板左

舷舷縁に取り付けた操舵用リモコンで手動操舵により西北西進した。 

 Ａ船は、船長Ａが、時折立ち上がって後部甲板右舷側に赴き、操舵

室により死角となった前路を確かめ、左舷方に横切る船１隻がＡ船の

前路を通過したのを認めた後、０９時１５分ごろ、後部甲板右舷側に

再び赴いたところ、他船を見掛けなかったので、支障となる船はいな

いと思い、同甲板左舷側に戻り、漁獲物の選別作業を行いながら西北

西進中、０９時２０分ごろＡ船の船首部とＢ船の左舷前部とが衝突し

た。 

 船長Ａは、衝撃を感じて身体が前方によろけて後部甲板に手をつ

き、流木に衝突したかと左舷前方を見たところ、転覆したＢ船の船底

部及びＢ船越しに落水した船長Ｂをそれぞれ認めた。 

 船長Ａは、操舵室後部右舷側に設けた主機操縦ハンドルに駆け寄っ

て中立運転とした後、海上保安庁に本事故発生の１１８番通報を行う

とともに、所属する漁業協同組合及び僚船に無線で助けを求めた。 

 Ａ船は、船長Ａが、来援した僚船１隻の船長と共に船長Ｂを僚船に

救助し、Ｂ船が入れていた錨を揚げ、Ｂ船のえい
．．

航を別の僚船に要請

した後、自力で大島漁港に帰航し、後に修理された。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、魚釣りの目的で、大島東方沖の

釣り場に向けて係留場所のマリーナを出航した。 

 Ｂ船は、大島東北東方沖で停止して魚釣りをしているプレジャーボ

ート１隻（以下「小型船」という。）を認め、小型船の東方約５０ｍ

で水深約２０ｍの釣り場に着いた後、１１月１７日０９時１７分ご

ろ、船長Ｂが、船首部から重さ約７kg の錨を投入し、直径約２０mm

で合成繊維製の錨索を約５０ｍ延ばして船首部のクリートに止め、錨

が効いたことを確かめた後、船首を東南東方に向けて錨泊を開始し

た。 
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 船長Ｂは、魚釣りを早く始めたかったので、直ちに操縦席後方に移

動し、生け簀
す

の蓋の上に釣りざお６本を置き、船尾方を向いて立ち、

仕掛けを作り始めた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、ふと右後方を振り向いたところ、約５０ｍのと

ころにＢ船に向けて接近するＡ船を認め、主機を使用して船体を移動

させようと慌てて操縦席の主機始動用キーを回そうとしたものの、主

機をかける間もなく衝撃を感じ、船体が右舷側に反転して転覆した。 

 船長Ｂは、落水と同時にＢ船の船体の下に入ったが、間もなく浮上

し、船長Ａの要請を受けた小型船に救助され、来援したＡ船の僚船に

移乗してマリーナに移送された後、自らが車を運転して病院に向か

い、左肋骨部挫傷及び腰部打撲と診断された。 

 Ｂ船は、Ａ船の別の僚船によって、新居浜市所在の造船所にえい
．．

航

され、後日修理された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

その他の事項  Ａ船は、喫水が船首約０.２ｍ、船尾約１.０ｍであった。 

 船長Ａは、Ａ船の後部甲板左舷側に立てば、幅約１.７ｍの操舵室

により、正船首方から右舷船首方にかけて約１６°の死角を生じるこ

とを承知しており、後部甲板で漁獲物の整理作業を行う場合、死角を

補う見張りを行う目的で、約５分ごとに後部甲板右舷側に移動して前

路を確認していた。 

 船長Ｂは、錨泊中を示す黒色の球形形象物を表示していなかった。 

 Ｂ船は、喫水が船首約０.２ｍ、船尾約０.３ｍであった。 

 船長Ｂは、長年、趣味として月当たり２～３回Ｂ船で出航して魚釣

りを楽しみ、平成２７年ごろから冬場には大島北東方沖にふぐ
．．

釣りに

出掛けていた。 

 船長Ｂは、仕掛け作りをしていて、Ｂ船に向けて接近するＡ船を認

めるのが遅かったと本事故後に思った。 

 Ｂ船は、有効な音響を発する信号装置を備えていなかった。 

 船長が着用していた救命胴衣は、型式承認試験及び検定への合格印

（桜マーク）がなかった。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象等の関与 

判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、大島東北東方沖を西北西進中、船長Ａが、他に支障となる

船はいないと思い、死角を補う見張りを行っていなかったことから、

前路で錨泊中のＢ船に気付かずに航行を続け、Ｂ船に衝突したものと

考えられる。 

 船長Ａは、左舷方に横切る船のほかに他船を見掛けなかったので、

他に支障となる船はいないと思ったものと考えられる。 
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 Ｂ船は、大島東北東方沖で錨泊中、船長Ｂが、操縦席後方で仕掛け

を作っていたところ、右後方から接近するＡ船を認め、主機を使用し

て避けようとしたものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、大島東北東方沖において、Ａ船が西北西進中、Ｂ船が錨

泊中、船長Ａが、死角を補う見張りを行っていなかったため、前路で

錨泊中のＢ船に気付かずに航行を続け、Ａ船がＢ船に衝突したものと

考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・後部甲板で漁獲物の選別作業を行いながら航行中、操舵室の存在

により船首方に死角が生じることを承知している場合、操舵室付

近まで赴いて頻繁かつ適切に前路の見張りを行うこと。 

 ・錨泊中においても周囲の見張りを行うこと。 

 ・錨泊中は、黒色の球形形象物を表示すること。 

 ・長さ１２ｍ未満の船舶において、有効な音響信号を行うことがで

きる手段を備えておくこと。 

 ・救命胴衣は、検定済みマーク（桜マーク）入りのものを備えるこ 

とが望ましい。 

 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


